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『高畑町裁判所跡地保存管理・活用事業』の優先交渉権者が、以下のとおり

決定しましたのでお知らせします。 

 

優先交渉優先交渉優先交渉優先交渉権者権者権者権者    

 ヒューリック株式会社（代表構成員） 

 

    

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

まちづくり推進局 奈良公園室 

主 幹    竹田 博康（内線 4334） 

整備第１係長 巽 浩一 （内線 4329） 

    TEL : 0742-27-8036 (ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 

奈良県政・経済記者クラブ、 

文化教育記者クラブ     同時配布 

『高畑町裁判所跡地について』 


